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大和民俗公園および奈良県立民俗博物館は、

近世の城下町として独特の歴史的風士を残す

大和郡山市の北西に位置している。この付近

は、標高10om ほどの丘陵地帯で、小さな谷

にそって水田が複雑に入り込み、県立矢田自

然公園となっている矢田丘陵を背に緑の多い

のどかな風景をとどめている。また、この丘

陵中腹には、矢田寺・松尾寺の古利が点在し

ています。

回大和民俗公園
この公園の広さは、現在約20he。との内

に公園の中央館である民俗博物館を中心に、

児童が伸び伸びと自然の中で遊べる児童広場、

県下の代表的な民家を復原した民家集落、緑

地に囲まれた休憩広場、またはシ,ウブ園や

水車小屋など公園内には自然にマッチした各

施設がある。公園内は回遊できる遊歩道、ま

た便所や休憩所、水のみ場など、適所に設け

ています。

厘]奈良県立民俗博物館
昭和49年に開館し、郷士の伝統的な風俗習

慣やそれに伴う生活用具を収集・保存し、

般公開(展示)しています。現在、有形の民

俗文化財(民具)左約20000点収蔵していま

す。

展示では民具を通じ、単に羅列で終わるの

ではなく、テーマを設定し具体的な日々の暮

らしを復原し、理解彰深めるように工夫して

います。

▽常設展の展示テーマ

【大和の農村のくらし】稲作コーナー県

北西部の奈良盆地(国中)が稲作の中心となっ

ていますが、その地方の農作業工程左展示し、

人々の工夫のあとを紹介。

大和のお茶コーナー同じ農村でも奈良県

北東部の大和高原は茶の産地であり、その製

茶工程を通じて民具と人々のかかわりを展示

しています。

【大和の山村のくらし】山の仕事コーナー

県の約六割を占める吉野山地では、昔から

進んだ造林方法がとられてきました。生態的

大和民俗公園及び県立民俗博物館

な展示方法で森林から伐り、出し、運搬、加

工までの作業工程を紹介。

生業を支えた職人コーナー稲作・大和の

お茶.山の仕事のコーナーで展示している鍬

や鋤をはじめ、種々の道具をつくった職人の

中で、特に鍛冶屋・樫木屋の道具を紹介。

▽特別展「明治・大正・昭和生活資料展」

明治20年Ⅱ月に奈良県となって、昨年百年

目左迎えたのを機に、民俗文化財(民具)を

通して県民の歴史を振り返ることを目的に、

この百年間に使用した庶民の生活資料が多く

展示しました。(昭和63年6月30日まで開催)

【ビデオ学習室】

民俗文化財の中には有形の「民具」と無形

の「伝承」(まつり・わらべ唄など)があり、

「民具」は展示場で「伝承」はビデオ学習室

で見ることができます。学習室では、県下の

人びとの生活に育まれた無形の民俗文化財を

映像を通して学習できます。

圖民家集落
大和民俗公園内には、県下の代表的な古民

家を移築復原しています。県内の環境や風士・

文化から、公園内に町屋、国中、宇陀東山、

吉野の四つの集落群を構成しています。移築

復原された民家は、国または県の重要文化財

に指定されているもので、現在7軒の民家を

公開中。

町屋集落=旧臼井家住宅(重文)、旧鹿沼

家住宅(県指定文化財)。

国中集落=旧吉川家住宅(県指定文化財)、

旧萩原家住宅(同)。旧赤士家離座敷。

宇陀・東山集落=旧岩本家住宅(重文)、

旧松井家住宅。

吉野集落=旧木村家住宅(県指定文化財)。
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民俗博物館占移築民家のある都市公園とし

て昭和50年度より整備を進めてきました大和

民俗公園は、13年目を迎え新たに公園区域を

追加拡大することとなりました。昭和50年12

月に都市計画決定された20haの区域は、昭

和49年Ⅱ月に開館され九民俗博物館を含めて、

現在までに概ねの整備が完了してまして、県

内はもちろん県外から、多数の来館・来園者

に親しまれています。既に10数年の実績を残

してきました公園、博物館ではありますが、

その間の社会状勢の変化、みられ、利用・運

営上の諸問題、レクリエーシ,ソ形態の多様

化などに対応すべき社会的要請が強くなって

きました。当初の計画時点でも懸案でありま

した駐車場問題の解決をもふまえまして、昭

和62年8月に既存区域20haに6.6h8を加えて

区域拡大の都市計画の変更がなされまし九。

この変更決定に先だちまして、区域拡大に伴

う基本計画の策定調査を実施してきました。

ここでこの調査報告のあらましについて説明

いたします。

1.基本計画作業のフロー

当初の計画の策定時点から、既に10数年の

時の経過がありますので、与条件の整理・管

理運営上の問題点・社会的要請などの抽出を

基本に整理・解析を行ない、下図のようなフ

ローで作業を進めていきます。

公園区域の拡大について

Π.現況

1.位置・面積及び周辺概況

大和民俗公園は奈良県大和郡山市の北西部

の矢田丘陵に位置し、昭和60年4月に都市公

園として法律上の開設手続がとられました。

既存区域の計画面積は20.ohaで、併設の博

物館とともに、奈良県の庶民の生活の歴史を

知る上で貴重な資料を収集・保存・展示する

民俗公園として広く県民に親しまれています。

拡大計画では、既存区域の南西部に隣接す

る田、畑、溜池、仮設駐車場の県有地を主体

に、あらたに6.6haの公園区域を増設するも

のであります。

周辺は自然度の高い丘陵地で良好な景観を

呈してぃます。また計画地の周辺の士地利用

は、北西部に少年自然の家、北部には既存区

域が隣接し、その他は山林となっています。

2.道路・交通機関

周辺の道路現況は、計画地の南50omに県

道矢田寺線がとおり、近鉄大和郡山駅に連絡

しています。

計画地のすぐ近くへは、矢田寺線より分れ

た市道南東村支線が公園南西部に接続してい

ます。ちょうど既存区域と計画地の間を市道

が通りぬける格好になっております。

当然のことですが、このルートが公園への

主要アクセスとなっています。将来的には都

市計画道路外環状線が重要な意味をもってく

ることとなります。

損村光司

基本計画作業フロー

現況把握
・自然条件(主に地形・植生・景観)
・社会条件(主に観光)
・人文条件(レクリの二ーズ

経済・社会状況)

与条件の整理・把握
・位置付けの確認
・利用条件
・世論

管理運営上の問題・要望
・団体利用者の休憩場の確保
.メイソエソトラソスのあり方
・市道南真村支線の整幣
.パーキソグのアプローチ

・収蔵庫が隈界

諸条件の整理・解析
.位置付けの見直L
.周辺の観光レクリとの対応
.ポテソシ十ル

・魅力度
.メソテナソス

問題点の抽出

基本方針の設定
・全体基本理念
・計画方針

基本計画
・計画の提案
・施設槙計画

・動線計画

.イメ【ジの具体化
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交通機関としては、近鉄橿原線近鉄郡山駅

より奈良交通バス矢田東山停留所下車が最も

有力です。

3.観光・レクリエーシ.ソ

大和郡山市矢田丘陵東麓は北和観光ルート

の一翼を担っている寺院観光コースとしてよ

く知られています。代表的寺院として金剛山

寺(矢田寺)、松尾寺、東明寺、慈光院、法

起寺、法輪寺そして法隆寺があります。奈良

市の唐招提寺、薬師時とともに重要な観光ルー

トを形成しています。特に矢田寺は、別名ア

ジサイ寺と呼ぱれ初夏に多くの観光客を引き

よせています。

自然系のレクリエーシ,ソでは、矢田丘陵

の豊かな自然を活かして市立少年自然の家が

公園に隣接しています。子供の森、追分梅林

などと共にハイキソグコースとして親しまれ

ています。

まナこ、スポーツレクリエーシ,ソの中心と

なる大和郡山市総合公園、整備されています。

以上のように、本公園近辺には質の高い運

動公園が位置していて、運動公園としての 1

人当たりの公園面積は充実しているといえま

す。

とのようなことから、本公園で運動施設を

負担する必要性は小さく、都市公園として要

望の多い野球場、テニスコートなどの動きの

激しV運動施設の計画は必要ではないと考え

られます。しかしながら、健康体操やジ,ギ

ソグ程度の運動には対応すべきであります。

本公園は総合公園とされていますが、公園

の特殊性、特長的な性格から、単に名目的な

総合公園とするよりも、歴史公園類似の特殊

公園としてとらえるのが妥当であると考えら

れます。さらに民俗公園という誘致圏域の広

さから、広域公園としても位置づけることが

できます。

2.観光レクリエーシ,ソ施設として

前に述べましたように、矢田丘陵一帯は北

は西の京、唐招提寺、薬師寺から始まり南へ

矢田寺、慈光院、松尾寺から斑鳩、法隆寺に

至るまで観光レクリエーシ,ソ地としてよく

知られています。本公園はこれらの中ほどに

位置していまして、地理的には観光ルートの

・一端を担うととろにあります。本公園の特殊

性、また公の施設であることから、安易に観

光ルートに組み入れられるべきではないと考

えられますが、公園の機能と競合しない範囲

で考慮されるべきであります。また立地条件

より二次的な影響をうけることは無視するこ

とは出来ないと考えられます。

他方、観光とは多少質の異なる自然志向の

野外レクリエーシ"ソの場としてポテソシャ

ルをも持っています。矢田丘陵は大部分が県

立矢田自然公園の区域指定があります。特に

本公園の近傍に自然公園の集団施設地区とも

いうべき「子供の森」が設置されています。

公園周辺によく残されています農山村景観と

相俟って、「子供の森」と本公園を結ぶハイ

Ⅲ位置づけ

大和民俗公園は博物館と移築民家を含み、

都市公園としては特殊な公園となっています。

当初計画でイメージされ、位置づけされたと

とが年月とともに希簿になったり、マソネリ

ズムに陥いる危険性をもっています。拡大計

画を機にもう一度リフレッシュしておく必要

があります。多面性を、つているので、ーつ

ーつ検討を加え、さらに相互の関係を明確に

していきます。

1.都市公園として

県北部矢田丘陵の一隅に位置する本公園は、

都市計画上、都市基幹公園の総合公園とされ

てい立す。大和都市計画区域における総合的

な公園・緑地の配置計画等は「大和都市計画

区域緑のマスタープラソ」に位置づけされて

いますので、その概要を下の表のようにまと

めます。

種別

都市基幹

鬻
霜

C

特殊公園

大和郡山市総合公園

広域公園

浄化セソター公園

名

郡山城址公園

奈良公園

称

国営飛鳥歴史公園

馬見丘陵広域公園

実質的には運動公園

運動公園

郡山城址を保存、復元する特殊公園

わが国を代表する広域公園

飛鳥の歴史風士を保存すろ国営公園

馬見丘陵の古墳群の保存と、馬辺環境の保全する広域公園

特
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キソグコースが考えられます。このような自

然系の野外レクリエーシ,ソは、本公園に隣

接する「大和郡山市少年自然の家」が重要な

役割を果しています。この「少年自然の家」

と本公園が相乗的に野外レクリエーシ,ソの

場としての機能を高めることが出来ると考え

られます。

3.文化施設として

民俗博物館の設置趣旨から文化施設として

の機能を概括しますと、県下の有形無形の民

俗資料を収集・整理・保存・展示するととも

に、これらの研究活動も含めることが出来ま

す。一方、移築民家は、県下各地域の失われ

つつある文化財的価値の高い民家をーケ所に

集めて保存・展示されています。博物館と民

家は人々の暮らしを対象とする点で、相乗効

果をもたらすものであります。これらは極め

て文化的な機能をもつもので、県下の小学生

が学校教育の一環として博物館観覧に訪れる
のは、文化的機能より派生する二次的な教育

的効果であろうと理解することができます。

主体となるのは、より広義な文化的側面とし
てとらえる必要があります。

4.大和民俗公園総体として

上記の 1,2,3 の総合的調和のうえに大

和民俗公園を位置づけることが出来ます。

Ⅳ都市公園と博物館及び移築民家との関係

計画方針を設定する前に、公園と博物館、

それに移築民家とのかかわりあいを明確にし

ておかなけれぱ全体の正しい姿を認識するこ

とが出来ません。まず博物館及び移築民家の

機能・考え方を明らかにして、都市公園との

かかわりあいを把握することとします。

1.民俗博物館の機能

昭和26年に制定された博物館法によると、

博物館は教養、調査研究、レクリエーシ,ソ

等の教育的配慮の、とに設置・運営されるも

のであると規定されています。民俗博物館を

例にとっていえぱ、有形・無形の民俗資料を

収集・保管し、それを展示、調査研究するこ

ととなります。博物館法にみられるとの趣旨

は、法が制定され九時代背景や法を所掌する

行政機関(文部省社会教育局、都道府県教育

委員会)や社会教育法第9条にみられるよう

に主として教育的目的から発生したと理解さ

れます。しかしながら、本民俗博物館は設立

当時より独自の歩みをしてまして、そこで当

初の趣旨、目的、特殊性などを考慮した博物

館機能を再確認する必要があります。

民俗博物館の機能は、次の二つに大別され

ます。ーつは学術的な側面で、他のーつは社

会教育施設としての機能であります。後者は

展示、催物を主体とする側面でありまして利

用者との直接の窓口であります。この二つの

面は、前者が前提となって後者が成立する関

係にあると考えられます。学術的成果がなけ

れば社会的施設としての機能維持・保存は出

来ないものと理解することが出来ます。特に

本博物館では、規模、投資額、設立時期、そ

れに公園、移築民家との一体性などによって

他に類をみない特長をもっているととから、

重要な社会的役割を担う必要性を認識しなけ

れぱなりません。

このことを具体的に例示してみますと、全

国に先がけて有形民俗資料の収集・保存を行っ

てきた本博物館は、その蓄積量だけで、貴重

なもので、その整理・研究・保存について重

大な社会的使命を担っているといえます。さ

らに対象とする、のが、有形資邪Hこついては

実際の利用価値が、無形については本来の存

在意義が失われてしまっている力＼或いは失

われつつあるものであります。それらの収集・

保存は轍鮒の急を要する、のであるといえま

す。

本博物館の有形・無形の民俗資料に関する

業務を項目別に整理しますと、以下のように

大別することが出来ます。

(有形民俗資料)

・民具の収集・整理・保存・研究

・民家調査・移築復元

(無形民俗資料)

・郷士芸能

・民俗行事

・風俗、習慣

・伝承技術等の調査記録

2.移築民家と公園

民家の調査・移築復元については民俗博物

館の業務の一環として把握しなけれぱなりま

せんが、民家のとらえ方にも二面性がありま

( 4 )



す。ーつは建築史的な面であり、建築学的な

ドな部分を対象とするものであります。ノ、、・ー

もうーつの面は、人々の生活の場として民家

をとらえるものであります。前に述べたよう

に本公園を的確に把握するため、勿論との二

面からとらえなけれぱなりません。

さらに公園との関係においては、都市公園

法第2条第2項第6号の「公園施設」に該当

し、同政令第4 条第 5 項の「旧宅」として

「教養施設」に分類されます。都市公園法が

現定するのは民家が「公園施設」であるとい

う外的要件だけでありまして、その具体的内

容や教養施設としての内実は上記の二面から

規定されます。公園は民家にとって受け皿で

あり、民家が正常に機能することによって公

園の教養施設としての効用が発揮され、都市

公園の機能が全うされることとなります。

この関係を視点をかえてみますと、建物外

(館外)での博物館活動が重要なポイソトで

あるといえます。つまり、本公園が野外博物

館的な面を色濃くもっているということです。

このような観点から、博物館活動が当然に建

物の外でも行われることとなって、都市公園

と博物館、移築民家と重畳的機能がさらに明

らかになってきます。

3.法律的な関係

公園、博物館、民家の法律的な関係の合理

的と考えられる見解を示すと次のようになり

ます。まず、民家については、前述のように

都市公園法第2条第2項の「公園施設」に該

当し、一部文化財保護法第27条の重要文化財

の指定があり、奈良県文化財保護条例による

県指定有形文化財の指定を受けています。こ

れらは法律的に全く競合することがなく、む

しろこれらの規定によって相乗的に設置効果

が発揮されると解するととが出来ます。

供用開始されている公園区域については、

都市公園法及び奈良県立都市公園条例の適用

があり、都市公園法は地方自治法第244条の

2第1項の特別法であることには疑問はあり

ません。また都市公園法による設置行為のな

い区域については都市計画法第認条、又は同

法第65条の制限がかかっています。

博物館は奈良県立民俗博物館条例及び同管

理規則によって設置・管理されています。従
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いまして、当該条例は社会教育法をうけた博

物館法が根拠ではなく、地方自治法第244条

の2第1項をうけているのは当然に解釈され

ます。それゆえに本博物館は法律上の社会教

育施設ではなく地方自治法第244条の 2 の

「公の施設」であることは明白であります

(地教行法第30条に博物館は教育機関とある) 0

従って、本民俗博物館の設置及び管理は教育

委員会ではなくて知事の職務権限に属するこ

ととなり、教育施設というよりも文化施設と

して位置づけられています。

ことで都市公園としての民俗公園と、博物

館との「公の施設」としての重複関係を整理

しますと次のようになります。博物館は都市

公園法2条により公園施設として規定され、

都市公園法の立法時に予定されていた施設で

あるといえます。ところが、都市公園法及び

同条例は博物館内部の管理にまで対応するこ

とが出来ません。別途管理条例が必要なこと

もまた都市公園法が予定してしるところであ

ります。このことは、教育機関としての博物

館であっても「公の施設」である博物館で、

同様であります。博物館の設置管理に関して

の博物館法が制定されたのは都市公園法の制

定以前であり、都市公園法で博物館を公園施

設と規定される時に当然にとの重複関係が予

定されていたと考えるのが合理的であります。

但し、管理の具体的事例に即し適用関係を整

理しなけれぱなりません。

V 計画方針の策定

1.計画方針設定の要因

本公園の整備着手より、既に10数年の歳月

が流れまし九。その間、社会・経済情勢も変

化し公園に求められる機能、社会的要請も大

きく変ってきました。価値観の変化と多様化

に伴い、従来の経済合理追求から、生活の中

にゆとり、うるおい、やすらぎなど心の充実

が求められるようになりました。

文化活動の面でもカルチ十ーセγター、美

術館等の建設、振興が提唱され各地域で独自

の文化構想づくりが盛んになっています。そ

して、10数年の歳月の流れが本公園に、種々

のことを要求しているように者えられます。

このような時代的背景と社会の要請、そし



て計画の考え方から問題点を抽出し、それを

計画方針設定の要因としてとらえ、次のよう

にまとめました。

①民俗文化財の資料館及び伝統的な移築民

家群を包含する都市公園である

全国的に先がけて開設された民俗博物

館と県下に残された貴重な伝統的民家を

移築・展示する都市公園、大和民俗公園

として位置づけられている。

②自然度が高く、良好な丘陵・水田景観を

呈している。

アカマツを主体とした自然林(二次林)

とみどり豊かな矢田丘陵の景観が自然度

を高めている。

③将来、アクセスルートが変わる。

都市計画道路外環状線が開通すれぱ、

市道南東村支線のアクセスは外環状線よ

りの利用度が高くなり利用ルートが逆転

する。

④公園拡大により動線計画が変わる。

計画地には駐車場や大規模な休憩所が

必要とされていることから、従来の動線

に大きな影響を及ぽす。

⑤団体利用者の休憩、食事に対応する場が

ない。

小・中学生などの団体利用者の食事を

とる場所や雨宿り、休息の場所がなく屋

根付きの大規模な休憩所が望まれている。

⑥収蔵庫の容量が限界である。

博物館本館の収蔵庫の容量が限界を越

え、収容しきれない資料が前室に仮り置

きされている。

⑦遊び場としての機能が低い。

地域文化を活かした民俗公園として位

置づけられているが、県民にとっては憩

い、運動、遊びの場でもある。その視点

からみると遊び場としての機能が低い。

2.基本理念及び計画方針

計画方針は、当該地域の特色と運営上の問

題とをふまえ、整備における基本的な考え方

を取りまとめます。このため、ここで策定さ

れた計画方針は単に基本計画に活かされるだ

けでなく、実施設計、施工、そして維持管理

へと続きます。一連の公園整備事業に反映さ

れるものでなけれぱなりません。

1.基本理念

豊かな自然と歴史の香り高い地域性、そし

て大和民俗公園の特殊性を活かしながら利用

者の多様な二ーズに対応した「空間の創出」

に努め、さらに21世紀で強く求められている、

ゆとり、うるおし＼やすらぎなどがイメージ

できる質の高い計画を試みる。

2.具体的計画指針

①豊かな自然と歴史性を活かした景観計

画とする。それは、自然度の高い現況

林を保存、活用するとともに大和地方

の歴史的景観を活かした計画である。

②アクセスルートの変更を始め、大規模

な休養・便益施設の導入が必要とされ

ていることから、開設部及ぴ隣接施設

と一体となった動線計画を図る。

③団体利用者を収容できる大規模な休憩

所を必要とする。また、民俗博物館の

特性を活かした体験学習講座などに対

応できる多目的なものとする。

④本館収蔵庫の容量が限界を越えている

ことから、新たに収蔵庫を計画する。

⑤世界各国からの寄贈木による「記念の

森」を計画する。これは園内の植栽計

画と調和するように配慮する。

⑥県民のレクリエーシ"ソ利用の中で、

その対応施設として若干整備レベルが

低いと判断される遊び場の充実を図る。

それは遊器具の設置ではなく、自然と

のふれあいから遊びを創造する、ので

あり、修景施設にそれらの機能を持た

せることである。

⑦大和川流域の総合的な治水計画の一環

として、計画地に雨水貯留機能を持た

せる。

Ⅵクラフトパーク構想

基本計画のハードな部分については前に述

べました基本理念及び具体的計画指針で明ら

力ψこなったと思いますが、公園計画の極めて

ソフトな部分での大きな方向を「クラフトパー

ク」構想に求めることとします。以下クラフ

トパーク構想を説明します。

1.趣旨

近年の所得水準の向上に伴い余暇時間の増
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大、価値観の多様化など、著しし社会情勢の

変化がみられます。このことはレクリエーシ,

ソについても顕著な傾向を示しています。い

わゆる"Do it yourself"と呼ぱれ、自ら制

作することが創造的レクリエーシ,ソとして

位置づけられ、新しいレクリエーシ,ソのー

形態として認知されています。

「地域の活性化と個性豊かな地域づくり」

という迎えるべき21世紀への指針が揚げられ

るなかで、伝統的技術を基盤とした地場産業

の活性化と伝承技術の保存・復元という教育

的文化の分野を都市公園という場において、

創造的・文化的レクリエーシ,ソに発展させ

るためクラフトパーク構想を提案するもので

あります。

従前より、大和民俗公園は民俗博物館と移

築民家のある特徴的な都市公園として広く県

民に親しまれていますが、公園区域の拡大を

契機に、これにクラフトパークとしての機能

をもたせるものであります。これによって、

県民の郷士文化に対する意識の高揚をはかり、

文化活動を通した多面的地域的コミュニティ

を形成するとともに、シルクロード博覧会後

の本県文化行政の柱のーつとして個性豊かな

地方文化の拠点とするものであります。

2.レクリエーシ,ソと伝統工芸

レクリエーシ,ソと伝統工芸の結びつきは、

今日のカルチャーセソターの隆盛をみるよう

に、文化的な創作趣味が核になっていること

を示しています。人間の本質的欲求のーつと

してとらえることができる創作活動は、これ

からのレクリエーシ,ソ活動の方向を示すと

ともに、多様化と質の変化に対応できる、の

と考えています。

伝統工芸は美的・芸術的領域にまで高めら

れナこものであり、レクリエーシ,ソとは三つ

の段階で結びついています。

①見る。専門家の作品や製造工程を見る。

地域文化を認識させる教育的効

果とレクリエーシ,ソ効果を併

せもつ。

②作る。自ら制作するととによって、人

間の本質的な欲求を満足させ、

質の高いレクリエーシ"ソ効果

をもつ。

③買う。売店、催し物会場などでシ,ツ

ピソグすることによって観光的

レクリエーシ,ソと関わる。

3.民俗博物館と伝承技術

民俗博物館は県内の庶民の生活の歴史を知

るうえで貴重な有形・無形の民俗文化財を収

集・保存・展示・研究する役割を担っていま

す。このうち無形民俗文化財は主としてビデ

オレコーダーを媒体に博物館業務をすすめて

いますが、伝承技術などは適切な保存・研究

が不可能なものがあります。とれからの生き

た伝承技術の保存・復元は博物館業務の使命

であります。利用者に見せるだけでなく実際

に体験学習させることによって、より大きな

教育効果が得られる、のと考えられます。

機能構成概念図

拡大区域:「作る」体験ゾーソ・既存区域:「見る」ゾーソ

1

野外講甍室

催し物広場(芝生広場)

クラフト

売店

ム(多H的ス

軽飲食店

一亙一至璽回

駐

ス)

便所

クラフトパーク内で実施(体験)可能な伝

承技術を分類すると炊のようになります、そ

の内訳をりストアップすると表に示すように

なります。

国伝統的な手工品製作技術
〔庶民が日常生活の中で工夫し、つちかっ

てき九製作技術〕

厘]伝統工芸的な技術 A.奈良県の特産品
B.一般的な工芸品

〔専門的な職人が製作した技術的高度な工

芸品〕

回伝統的な生活技術
かつて日常生活で製作してきたもので今

日、見直してよいと思われる技術など

国伝統的な手工品鯉作技術

車

ソ

(博物館)

展示棟・資料棟

ビデオ学習室

場 一三西匝三田

1

(フ)

エ
ソ

ト
一
フ

ス
広
場



(庶民が日常生活の中で工夫し、つちかっ

て製作してできたもの)

①藁細工(藁を材料としてつくられた

日常生活品.稲作の副産物

としての藁が使用された)

ツナワなどイナワ:シメナワ,

口俵,コモ,炭俵,フゴ

ハワラジ,ゾウリ,雪グツ,牛のクツ

ムシロ,ガマムシロ

ホミノ(雨具として)

へその他の藁細工:宝船,ツルと力

メなど

①機織り【ハタオリ】(衣料を作るため
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②竹を材料としたもの

イ竹の箕,編み物

ロカゴ類

ハ漁具:モソドリ,ビク,竹のス

竹の玩具:水鉄砲,竹トソボ,杉'ニ

鉄砲

鹿帳子【玩具】(奈良市)

素麺(桜井市三輪)

貝ボタソ(三宅町河合町)

灯芯ヒキ(安堵町)

フジミ【藤製の箕】(山添村遅瀬)

皮細工(莵田野町岩崎)

角細工(奈良市)

奈良漆器(奈良市)

赤膚焼(奈良市五条山)

綜梠表(桜井市)

③木を材料としたもの

イ木の樋,踏み台,ウスホリ

口木製の玩具:木のソリ

④その他

レソタソつくり

マメタソつくり

⑧一般的な伝統工芸品
①竹箕竹カゴ(天理市櫓橿原市今

井奈良市京終)

桶屋(大和郡山市下市町下市)

宝(下市町下市)

ヘギ板(ク)

経木(野迫川村今井)

指物(下市町下市橿原市今井・

八木)

⑦曲物(天川村洞川)
⑧ヤロウ(十津川村武蔵)
⑨手削り著【一本箸】(野迫川村)

【割り箸】(下市町下市)

壷杓子(大塔村篠原・惣谷)

平杓子(天川村塩野)

和菓子(奈良県各地)

製薬(御所市今住吉野町吉野山)

花火(橿原市今井)

紺屋【染め物】(室生村下笠間)

木地師【椀】(吉野町宮滝)

石工

油しぽり

高野豆腐(野迫川村祚原・今井)

下駄

大工

屋根屋

左官

ニカワ(三宅町)

皮革(宇陀郡)

鼻緒(三郷町、王寺町、五条)

回伝統的な工芸的な技術
(専門的な職人が製作した記述的に高度な

工芸品)

④奈良県の特産品
①吉野の紙すき(吉野町窪垣内)
②吉野葛(大宇陀町御所市戸毛吉野

町吉野山)

烏梅明ケ瀬村)

奈良晒(奈良市)

奈良蚊帳(奈良市)

大和耕(奈良市)

大和木綿(御所市大和高田市)

一刀彫(奈良市)

墨屋(ク)

筆師(ク)

茶笶・茶杓(生駒市)

奈良うちわ(奈良市)

腰] 伝統的な生活の技術

(民具を使う伝統的な生活技術)

⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
⑳
⑳

、
、
、

②
③
④
⑤
⑥

⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
⑳
⑳
⑳
⑳
⑳
⑳

⑧
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫



綿つくり

糸つくり

染物

機織り

麻糸つくり〔オウミ〕

②

の技術)

農耕の技術

⑦耕作方法(クワの使用牛の使い
方)

@かんがい方法(水車ノツルベ)
q》収穫方法(カマの使用結ぶ方法

・藁の保存)

合茶っく り【番茶】

4.企画・運営・管理

企画・運営・管理の基本的考え方を示すと

次のようになります。

①公園拡大部にメイソ施設としてクラフト

ルームを建設することが必要であるが、

ハード部分よりもソフト部分が「かぎ」

となるととから、基本設計・実施設計の

段階で企画・運営・管理について充分な

検討がくわえられなけれぱならない。

②実施に当って、関係部課が多岐にわたる

ので、予め充分な協議をし、外部民間活

力の導入も考えなけれぱならない。

③ 木材加工の技術

炭焼

当責・マキ

木挽【板にする】

楫丸【桶の材料】

クリモノ【木鉢など】

④ 伝統的な食べ物の技術

⑦季節の食べ物のっくり方
柿の葉ずし,ナレズシ,ボタモチ,

チマキ,ヒシモチ

トチモチ,団子,木の実など

⑧日常的な食べ物のっくり方
ミソ,シ,ウユ,漬け物,ユウベ

シ,茶粥,

イロゴハソ,ヒエガユなど

各セクシ,ソ相関図

地場産業・伝統工芸部門

都市公園部門

⑤伝統的な遊び

⑦童戯:ハネツキ,カルタ,オテ
ダマ,オハジキ,

アヤトリ,コママワシ,

タケウマ

@娯楽:スゴロク,ハナフダ,シ,
ウギ,百人一首

クノく

トク

観光レクリエーシ,ソ部門

③県下の地方文化活動の拠点とするため、

取り扱う対象素材を一部に限定せず、期

間を限った催物スタイルをとり多目的で

フレキシブルなものとするのが望ましい。

④既存の類似事業、施設と競合しないこと

を前提とし、投資効果を最大にならしめ

るように配慮する。

餓P.市町村の公民館活動、文化会館、

民間カルチャー講座

民俗伝承技術部門

民問委託・活力導入部門

⑥ 民俗芸能

⑦盆踊り,民謡,昔話,伝説
@祭礼など

1~Ⅵを、とに、利用動向をふまえた施設

容量の泱定、ゾーニソグ、動線計画、景観計

画、施設計画、植栽計画、駐車場計画など具

体的な計画へと作業を進めるのですが、紙幅

の関係で説明を割愛して、概要を示す次の図

面の提示にとどめます。

( 9 )
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一大和の民家⑯一ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

[一即一・ーー即-1
はじめに

奈良県下で実在する伝統的民家の残存率は

17世紀から19世紀にかけて建築されたものの

うち、時代が下るにしナこがって高くなります。

との内全国的からみて、現存最古に属い5

世紀に遡る堀家住宅(吉野郡西吉野村所在)

や、建築年代が明らかな内で最古のものに、

1607年(慶長12年)建築の栗山家住宅(五條

市五條所在)があります。

一方、個々の民家のほ力＼歴史的建造物群

をなす景観状態の良い集落・町並が県内50数

個所の地区に見られます。特に1650年(慶安

3年)から19世紀にかけて建築された民家が

約500戸群集する、橿原市今井町は世界的に

注目されている町として特筆すべきでしょう。

町家・農家の平面・外観のあらましについ

てみてみますと、居室と士間の面積比率は時

代的に古い大型住居あるいは農家の場合、著

しくは変わりませんが、中・小型町屋の場合、

士間部分が狭くなる傾向を強く示します。

居室の間取りは士間に対して、町家は1列・

2~3室や、 2列・4~6室となります。農

家では町屋とは違った間取り構成の3室や、

または整形4~6室の間取りとなりますが、

部屋境が食い違う間取り、みられます。との

ほか建物の柱間を士壁で仕切るしわゆる閉鎖

型は古く、建具を多用した開放型へと発達し

ます。

屋敷構えは地域的にみて奈良盆地及びその

周辺部の農家は主屋を中央に建て、主屋周囲

に門・納屋・蔵等の付属屋で取り囲んだいわ

ゆる「囲い造り」と称する屋敷構えですが、

この地方以外では主屋の前後力＼左右のいず

れかに付属屋を配します。・一般的に町屋の敷

地は概ね短冊形で、主屋は道路に面して建て、

背後に付属屋を配した屋敷構えとなります。

屋根の形は町屋の場合切妻及び入母屋造で

亙葺きとします。農家の場合はさらに寄棟造

が加わりますが、特に奈良盆地及びその周辺

部には高塀造り(大和棟と、いう、勾配の強

い切妻屋根は茅・藁で葺き、との両端に2~

5筋位いの瓦で葺いた高塀が付き、片側か両

側に一段低く瓦葺きの屋根が付い九形式)と
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称する屋根形が特色を現わしています。

また屋根の葺材は町屋が概ね瓦葺きです。

農家は茅・小麦藁・稲藁で葺きますが、本県

南半の吉野地方では杉皮や杉材の薄板を用し

ます。なお農家の下屋部分の屋根に瓦を葺き

始めるのは17世紀末期頃からみられます。

翻って、農家について間取りの形式から変

遷の一端をみてみますと、18世紀以後の基本

形式は四間取りになりますが、古いものには

前座敷をもつ三間取りがみられます。

この三間取り形式の農家が存在するのは本

県東部の大和高原・宇陀山地・吉野郡吉野町・

西吉野村の各地域にみられます。この地方で

は、まず前座敷を、つ三間取りから食い違い

四間取り・整形四間取り形式へと分化したも

のと考えられています。

この様に間取りゃ、軸組方式、外観などは、

民家の時代的変遷をよく示すところといえま

しょう。

さて次に述べる旧松井家住宅は、昭和56年

10月奈良県が松井二郎氏から寄贈を受け、昭

和62年6月当大和民俗公園の宇陀・東山集落

に移築展示された農家です。

旧松井家住宅

松井家は宇陀郡室生村上笠間に在って、農

業を生業とした家です。また当家の口伝によ

れぱ、その昔、代官を勤めたこともある家系

占伝えています。

室生村上笠間は本県東部の大和高原・室生

村の北部に位置しています。この上笠間は小

盆地をなし、中央部南北に笠間川と、支流の

峠川・川上川が合流するところです。また川

添いには笠間峠越えの伊勢街道が通じ、早く

から開けた士地柄でもありました。この地の

生業は、江戸時代には農業を主としてい九ほ

カ＼山叡や漆、茶栽培などが行なわれていま

した。

旧松井家住宅は、笠間川と支流が合流する

西側の小高い山の中腹、南斜面を造成した屋

敷地の中央に建てられていまし九。

また屋敷の建物配置は、横長の敷地中央に

この住宅が建ち、表側に物干し場をとって、

東・西側には二階建ての離れ屋が建ち、裏側

に士蔵があって、この東隣は別建ちの風呂場

となった配置でした。

さて、この住宅の建築年代は、解体調査中、

天井裏から文政13年(1830)記の呪符札が発

見され、また住居の様式手法上よりみて、こ

の頃の建築と認められます。

この住宅は南南東を正面とし、桁行五間半、

梁間四間、入母屋造り、茅葺き、屋根を葺き

おろしナこ、大変素朴な姿を表わしています。

建物平面は桁行の左半分を居室とし、右半

分は士間となります。この士間の表側隅には

「まや(牛小屋)」が設けられ、さらに東側

には風呂場が付設されています。

居室部は桁行に食い違う四間取りで、表側

二室は畳敷きで、このうち下手は「くちのま

(四畳)」、上手は「おくのま(六畳)」、

西面に床・押入れが付き、北面は造り付け仏

壇を設えています。また裏側の二室は簀の子

床で、このうち下手は「なかのま(四畳半大)」、

上手は「なんど(四畳半大)」です。

この居室の表裏に縁が付き、ともに開放で

すが、表側の縁の端には便所を設けています。

士間部は一連の叩き士間とし、後方にひろ

しきが付き、この横にかまどが築かれ、さら
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に妻側中央部は流し台が設けられています。

天井は上屋部分で居室・士間部分はともに

一連の簀の子天井を張り、下屋部分は割竹編

みとして軒裏を見せます。ま九「まや」の簀

の子天井上はつしです。

一方、軸組構造は柱左立てて、足固め・差

物・貫・敷桁・梁などの部材を用いて組立て

ます。この軸部の組立て部材のうちで、足固

め材は士間側には無く、居室の柱筋のみで組

込みます。一方差物・貫材は表側の上屋柱通

りと、下手の二室廻りに入れ、その他の箇所

では薄鴨居と貫材で柱間を組固めています。

さらに居室で、間仕切りが食い違う箇所では

柱を抜き、差物の横面え、、う一方の差物の

ほぞを差通して鼻桎止めとして組固めていま

す。なお、敷桁は柱通りに架構しますが、柱

の立たない士間の後半部では、大梁を縦行・

横行の一間通りに架け渡した上に束を立て、

この敷桁を受けます。

小屋組は、上屋梁をほぼ一間間隔に架け渡

し九上に合掌を組んだ構造です。また上屋梁

の先端が表側で敷桁からはね出して出桁を受

け、せがい風の小天井を作りだしています。

さて、民家は建築された当時の間取りゃ外

観など、そのまま今日に伝えられているもの

は皆無といっていいでしょう。使用材料の耐

久的年限や、あるいはその時代の家族構成の

変化、また社会的・経済的事情などから、幾

多の大小の修理・改造などが施されているの

が常です。

旧松井家住宅を移築するにあたって、建物

を構成していた全部材の一点一点から、仕口・

ほぞ・部材各面の不要な穴・釘跡などの痕跡

や、各部材の新旧材の選び分けなど、詳細な

諸調査が実施されました。

この調査結果から、修理の程度と改造され

ていた箇所について、さらに建築当時の間取

りゃ、外観についての様式・手法などが判明

しました。

修理は屋根葺き替えを除き小修理であった

こと、改造はひろしき・上がり縁・流し台・

かまどなどと、風呂場が付設されていたとこ

ろなどでした。

なお移築復原にあたっては先の改造箇所を

撤去したうえ、建築当時の様式に改められま
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した。移築前と移築復原後で旧規に復された

箇所についての概要左以下に纏めてみます。

1.「まや(牛小屋)」廻りの変更

1)正面外部の板張り左撤去し、真壁を現

した。

2)西面の南端柱間に馬栓棒を復した。

3)西面の南から第二柱間の板壁を撤去し、

上部を開放、下部は馬栓棒に復した。

4)北面の東端間の開放部を真壁、内面を

板張りに復Lた。

2.士間廻りの変更

1)東面出入口の硝子戸を、外側板戸・内

側腰高障子の引き込みに復した。

2)東面北より第三柱間の硝子戸引き違い

を連子窓に復した。

3)東面北より第二柱間の硝子窓を真壁に

復した。

(

4)北面東より第二柱・第三柱は後補材で、

両柱位置を正規の梁行筋に復し、柱間

装置を東面出入口の形式に倣い整備し

た。

5)西面の上り縁及びひろしきを撤去し、

北面の西半中央に柱を復し、この前側

をひろしきに整えた。

3.「おくのま」「なんど」境の襖引き違い

を造り付け仏壇構えに復した。

4.「なかのま」「なんど」境の外方54Cmの

位置に柱を復し、「なかのま」北側に縁を

整えた。

また「なかのま」西面の障子二枚を板戸

に復した。

5.「なんど」北面引き込み戸を撤去し、

間中央に柱を復し、東・西側の柱間に真壁

を復した。

6.正面縁の西端に便所を復した。

フ.「まや」東側に取り付く風呂場の各部材

は明治頃の部材であったが、移築前の通り

付設し整備した。

以上の通り、付設の風呂場を除き建築当時

の間取りと外観に復原されました。

◆◆◆

この住宅の特色は、軸組は柱の立たない士

間後半部を縦行・横行に大梁をかけるところ、

上屋梁の先端が、表側で敷桁からはねだし、

せがい風の小天井を作りだすところ、また裏

側の上屋柱を梁・差物で上部を受けて省くと

ころ、居室の裏側二室の床が簀の子床となる

ところ、さらに突き止め溝の手法を多用する

など、本県の民家の変遷を知るうぇで様式手

法をよく示すところです。

特に、居室の間仕切りが桁行方向に食い違

う四間取りで、これは前座敷に二室が取付い

た三間取りから発達したものと考えられます。

なお移築復原にあたっては当大和民俗公園

建設審議会・民家専門部会の指導のもとにお

こない、また解体にあたっては寄贈者松井二

郎氏をはじめ、奈良国立文化財研究所並びに

県教委・文化財保存課、同・文化財保存事務

所及び室生村數委の各機関、各位より多大の

ビ協力、指導をいただいたことに対し、深く

謝意を表します。
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民俗資料聞き書き短信

大淀町持尾村は奈良県の中央部、吉野郡の

入口に当る大淀町の北西部に位置する。また

竜門.高取山脈の尾根筋で、もっとも西に位
置する。村内はなだらかな丘陵地で畑がめだ

つ0 かって、主な生業は、田・畑の仕事であっ

た0 また、年に一回だけ農閑期に、静岡など

へ売薬に出ることもあっ九。山仕事も少Lあ

り、主に炭焼きゃ、柴を作ることであった。
江戸時代『元禄郷帳』によれぱ村の石高は84,

462石であった。村内の垣内は上垣内(四軒)
中垣内(五軒)ムカイ垣内(三軒)の三垣内

である。なお氏神は天髪神社、寺院は金蓮寺

(浄士宗)である。家数12軒75人(昭和45年)
である。以下は持尾村の年中行事である。

12月28日頃に餅搗きをする。 29日は「ク

(苦)」をっくと言ってこの日の餅搗きはさ

ける0 28日か30日(あわただしい力りが餅搗

きの日である。 1軒で約3斗程の餅を搗いた。
普通のメLいコモチの他にアワモチ、キビモチ、

ドヤモチ(餅米と粳米との半分ずっの餅)、ア
ラレモチなどを作った。また、餅を搗いてぃ

るその場ですぐ食べる餅がありとれをテネブ

りと言った。テネブリは豆の粉をっけて食べ
たり、近所にくぱったりした。神棚に供える

餅は、一番最初に搗いた。最初の水が美しく、

粉、サラ(新しいから)であるからである。
この餅を「ホシモチ」と言う。ホシモチは二

重に重ねたもので、その上にツルシガキ、ミ
カソをのせて神棚・床に供えた。

年の暮、正月の買い、のは下市の町へいっ

た0 「カズノコ」「ボウダラ」は必ず買った。
カズノコのよく食べる婦人は子供を沢山産む

團吉野郡大淀町持尾の年中行事

民具と伝承に関する報告

ことができるといって、喜ぱれた食べもので

あっ九0 下市への買いもので、女の子の新年
の下駄を買ってくることが多かった。女の子
は新年にとの新しい下駄を履くととを楽しみ

とした0 大晦日には枕元にとの下駄を置いて
寝ることもあった。元旦には、下駄を履きガ

ラガラいわせて羽根突きをした。その時かけ
た言葉は「ヒトメ、フタメ、ミャコシ、ヨメ
ゴ、イツヤノ、ムサシ、ナナヤノ、ヤクシ

ココノツ、トオウ」であっナこ。

大晦日から正月にかけて、今年の当屋(ホ
ソドゥヤと言う)と来年の当屋(アトドゥヤ

と言う)が氏神さんにお籠りをする。当屋と

は氏神さんを祀るその年の当番のととで、氏

神さんの宮座に入っている人が順番に当たっ
てゆく。大晦日から元旦にかけ当屋が火をた
いて参拝者を、てなす。

元旦は、コニオケに注連縄を張りそのオケ

に若水をくむ。また、家の人はその年のアケ
の方を向いて顔を洗った。

正月の箸には一方は栗の木を、、う一方は
樫の木を使った。別の家では栗の木を二本と

も使って箸とした。カマドの火をっかむ火箸
も、栗の木と樫の木の二本を箸としたもので
あった。

正月の2日か3日頃、初山と称し、炭焼竈

に、お鏡(ホシモチ)をもっていって供えた。
持尾の村では炭焼がさかんであった。炭焼は
12月末から 3月頃までする。竈は「カイリ,

ウガマ」と称されるものである。生木如貫で
8貫の炭がとれると言われる。 1竈で普通生
木400貫を焼くから80貫の炭がー・度にとれる

ことになる。 1俵4貫入れるので20俵とれる

のである生木にはクヌギ、ホソ、雑木にはネ

ム(ネソブ)、カシ、クリを使う。生木を l m

の長さに整え竈の中に立てるようにして入れ

る0 約2昼夜半もやし、次に竈の口を士でふ

さぎそのまま 2昼夜おいておく。約5日目に
竈からとり出す。コモ俵に、上はクヌギ、ホ

ソ、下は「クダケ」を入れる。明治末頃では、
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1俵で2円(上の炭)であった。炭は桧垣本の

コメクサ(辻本家の屋号)に出した。また、

自分で大八車にのせて下市まで「スミイラ

ソケ」と言いながら売りにゆくこともあった。

1貫目なんぼなんぼといって秤で売った。中

には2俵を一度に買ってくれる人もいた。

7日は七草粥を食べる。七草という名の草

を 5日の日に摘んで、 6日の夜「トウドの鳥

が日本の士地へ渡らぬさきにトコトソトコト

ソ・・・・」と言いつつ、まな板の上で細かく切っ

た。 6日に摘まないのはこの日畑にお姫さん

が回っているからであると言う。

8日に薬師のおまつりをした。寺(金蓮寺

[浄士宗])に薬師が祀ってある。以前は6
hんぎょう

日に青年団が米む集め、 7日に当屋(年行と

も言い、寺の世話人。三軒ずつ村中全部の家

が当る。)の家にて餅搗きをする。そして8

日にゴクまきをしたが、今は年行の人が各家

に餅をくぱる。この薬師さんは、乳の出ない

婦人がおまいりして水を供えれぱ乳がよく出

るようになると言われる。

1月14日はトソドをする。かつて、持尾村

では各垣内ビとにトソド場と称される場が定

まっていた。今は小字ツボイという道の辻の

ーケ所で行なわれる。この日村中各戸から柴

1束、藁12把(閏年13把)正月のシメナワな

どの飾りもの、竹など持参する。トソドは、

中心に杭を打ち込んでそのまわりに、藁など

くくりつけて円錐形にする。区長さんがその

年のアケの方から火をつける。トソドの火で

餅を焼いて食べると歯痛にならないといわれ、

主に子供が焼いて食べる。トソドの火は持っ

て帰り、この火で明日15日の小豆のお粥さん

を炊く。

15日は小正月と言って小豆のお粥を炊く。

このお粥に、正月に神棚などに供え九ホシモ

チ(鏡餅)を細かく切って入れる。この時、

ホシモチは決して焼いて粥に入れてはならな

い。 7日の七草粥に、餅を入れるがやっぱり

焼かない。焼いて入れると粥の中から蛇が出

て来るといわれてしる。小豆の粥はビワの葉

の上にのせて柿の木などの成り木に供えて回

る。ビワの葉のかわりに樫の葉を使用するこ

ともある。成り木に供える時「ナッテクレ、

ナタデ切ルゾ」とか「ナラナキリトバスゾ」

(、

など言って供える。また、成り木のほか家の

神棚などにも供える。

小豆粥を食べる時カヤ(ススキ)の箸で食

べるまね彰する。そのカヤの箸はなおしてお

いて、春の籾撒きの時、水の入口のととろへ

立てかけておく。

16日からヤブ入りといって、持尾村から嫁

に出たものは里に帰って来た。 20日までをヤ

ブ入りと言う。

正月にはその他、庚申講、伊勢講、日待講

などの集りがあった。庚申の日が 1月にある

と初庚申と言い盛大に行なった。以前、三垣

内ごとで庚申講を行なっていたが、今は村一

つにまとめて村人全員が参加する。平年には、

年に六回の庚申の日があり、その日順番で当

る当屋の家に集まって雑談をする。「話は庚

申の日に」と言われているためこの日はゆっ

くり話をしたそうである。当屋は一回ごとに

次に移る。かつて当屋では団子を作り、タ食

、作っていたが、今は茶菓子をつまんで世間

話をする。閏年の庚申の年の最後の庚申の日

に「庚申の申し上げ」ということをする。寺

から僧侶を招いて、ネムの木でツノ(Y型)状

の棒に「青面金剛・・・・」という塔婆を書いて

もらい寺の門の前にある庚申塔に立てかける。

餅など作って供えたこと、あった。(写真)

日待講は正月の14日に行なう。この日、宮

さんに籠ったが今は当屋の家に集まる程度で

ある。

伊勢講は16日に集まる。正月以外に5月、

9月、 11月の16日にも集まる。伊勢講山とい

うのがあり、この山から上る収益(年貢)を

貯えておいて伊勢神宮へ参詣した。伊勢神宮

の参詣はこのうえなく楽しみであっ九。

1月に打なわれた行事の中で、今は全くや

らないが、小正月の日に山の神と言うものを

個人の家で祀った。この山の神とは、ススキ

を弓の形に作った、ので、この中に松を入れ、

弧形にし、弓の弦を藤ズルで張った。これを

山の神様と称し三つ程作りカラウスに祀った。

この山の神様に、お鏡など、供えた。

2月の年越には生のイワシの頭を柊につき

さした。これをオニノメツキと言う。これを

家の入口、出口などにさしておいナこ。イワシ

の頭は光るようにと言っいて、焼かなかった。
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この日の夜、必ず麦めしを食べた。麦めしを

よそって、らうとすぱやくたべてしまわねぱ

横から鬼が食べにくるという。大豆はヨッ

(午前10時)までに煎っておかなけれぱなら

なし。煎った豆を、氏神さんに持ってゆき豆

をまく。「鬼は外、福は内」と言ってまく。

家では、自分の年の数だけ豆をつかめぱ福が

くると言う。

との夜は、宮座の今年の当屋(ホソドーヤ)

と次の当屋(アトドーヤ)が宮さんでこもる。

当屋のつとめる任期は 1月1日からケソシ,

ウオサメの 12月1日までである。当屋とは

別に、座のものが毎年順番に「サヘイ」とい

う役を務める。これに当たると毎月1日に氏

神さんに餅や供え物を持ってゆき、掃除など

もする。

初午の日には厄年の人が国中の方へ参詣

するが、特別に定ってどぅこうすることはな

い。

3月3日を3月のセックと言う。女の子が

生まれた時、里からオヒナサソが贈られる。

それを座敷に飾る。セックの日の供え物は、

小豆のビはん、ワケギのスワイなどを供えた。

アラレ、供え、子供達を招いてこれらを食べ

る。このことをヒナアラシと言う。

春の彼岸には墓まいり左する。

4月8日、お寺にて甘茶をいナこだく。お釈

迦さまの立っている屋根を、レソゲの花でふ

き、甘茶をかける。甘茶は明治末頃の子供に

とって、甘いものが少なかったのでなにより

の楽しみであった。

この頃「山のぼり」と言って、弁当持ちで

持尾村のイッポソ松に登った。ツツジの花が

満開でケ(風景)の良いところであった。村

中の者がさそいあって登っナこ。

5月2日をレソゾと言った。

5月のセックには嫁に行った先に男子出産

した年にはチマキを作り、持ってゆく。チマ0

キは米の粉を団子にし、円錐型にした餅の下

に笹竹かカヤのジクをさし、カヤの葉でくる

み、その上から「イイ」で亀こうに結んでゆ

く。これを三本くくりつけた。チマキ以外に

カシワモチなどもこの日に作った。最近になっ

て子供の日と言うが昔はセックと言っていた。

4月27、 28日頃に籾まきをした。初をまい

た水口に、 1月15日の小豆のお粥を食べた力

ヤの箸とツツジとを立てる。

以前は裏作としてナタネ、麦などを作って
いた。ナタネは商人が買いにきた。多くは下

市のオダコ(沢井家の屋号)であった。ナタ

ネは九月の彼岸に種蒔きをした。麦はハダカ

麦・小麦を作り6月田植前に刈りとり7月田

植が終ってから脱穀した。 7月のハソゲシ,

には小麦餅を作った。

田植は6月上旬に行なった。田植終りをサ

ナブリと言う。持尾村全部が終わるのをまっ

て、サナブリの日 1日休む。田植の手伝いあ

いを「イイ」と言って 1日借りると 1日返す

「イイガエシ」と言う。また、田植の頃は近

所から子守りをやとうことがあった。 1年に

3円とか5円とか言ってやとう。 12才ぐらい

の女の子が多かった。

まナこ、すべての家に牛を養っており、そと

左ウマヤ、ウチウマヤと言った。この牛で田

をすいたり、畑のハゼガキもした。

苗を植えつけてから20日頃(7月上旬)か

ら草取りをした。これをアラカジと言う。ま

た 1週間から10日目に2番カジという草取り

をした。以上2 回「カジル」と言う。次に10

日後にナラシ、 1週間後に2番草トリ、次に

1週間後にアゲグサという作業をする。旧暦

の8月1日までに草取りを終える。夏の暑い

最中でミノなどつけて、ホウカブリして草取

りをした。

旧暦6月1日に柿の葉ずしをつくる。商人

が塩サバを売りに来た。サバは塩で固めると

うすく切ることができた。

水不足の時には雨乞いもよくやった。宮さ

んにある33度石から神前まで往復して何回も

お祈りしたり、山の背に竹を割って作ったタ

イマツを持って「雨タソモレ雨タソモレ」と

いいつつ歩いた。雨乞いには村中の人がほと

んど参加した。雨が降ると「アマヨロコビ」

をした。宮さんに供えものと百燈明をあげた。

旧暦7月7日は、井戸の水をかえた。まナこ、

前日の朝に新竹に短冊を付けたタナバタを作

り、 7日の朝、持尾川に流した。との頃には、

空には天ノ川がよく見えた。この日は七日盆

と、言って、盆が始まる。

盆は今は新暦の8月に行なわれる。12日か
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13日に士葬しているハカヤマ(村の小高い場

所)の掃除を村人全員でする。

13日はソソジ,サソを迎えにゆくと言う。

寺にある石塔の所に詣る。この時、お膳の上

にハスの葉を敷き、その上にロウソク、線

香、萩、女郎花、キキ,ウ、ボウズ花、カル

カヤ、マキのシソ、スイカ、カボチャ、ナス

ビ、キュウリ等をのせて詣る。ソソジ,サソ

の供えものは野菜が多いので「青物市や」と

言われる。この時、寺でスイカを食べてもら

い、スイカの汁を膳にためておき、それを大

切に持って帰って仏壇に供えると力＼またか

らになった膳を持って帰る。これは、ソソジ,

サソがお膳に乗って帰ると言われるのでそう

するのである。寺に石塔のない家は、持尾川

へ迎えにゆく。その時には藁とアサガラで作っ

たタイマツと供え、のを持っていった。その

タイマツは川辺に立てて焼いた。タイマツは

そのままたてて、燈明に火をつけてそれを持っ

て帰った。

盆の14日はお寺の住職さんが棚経と言って

各家々を回る。

15日この日までソソジ.サソを祀る。迎え

てからこの日まで、仏壇の茶をさめないよう

に何回、かえてゆく。この茶をためてすてる

時は無縁仏にまきに行ったり、雨だれに流し

たりする。この日の夕方、川へソソジ.サソ

を流しにゆく。川辺で、線香をナこき、盆花や、

供物など流す。ソソジ,サソが帰って居るあ

いだは「ソソジ"サソが帰っているから泣き

なや」と子供にさとし、流したあと「やれや

れ」という気持ちであった。

16日からはヤプ入り。この日から附近の村々

では次々に盆踊りがなされる。 8月末まで各

地で盆踊りがあって若い者は順々に踊りに行っ

た。盆踊りの曲目は伊勢音頭、江州音頭、祭

文などであった。昔は盆踊りの日ぐらいは、

娘の外出を許したので、青年の人は喜んで他

村まで踊りに行ったのでにぎゃかであった。

20日はハツカ盆と言い特に行事はないが、

ヤブ入りの終りであった。

24日は地蔵盆と言い、地蔵さんを祀る。村

内のニケ所に地蔵さんがまつられており、

体はジゾーガサキ(小字)の地蔵、、う一体

はゴアミの地蔵と言われる。村人全員で地蔵

/

団子を作り供えてから参った人に配った。

ゴアミの地蔵は歯痛の時に、焼いた餅を供え

ると治してくれた。

9月1日ハッサクと言って宮さんに参る。

5月2日のレソゾの日からこのハッサクの日

まで昼寝をした。

旧暦の8月15日、豆名月と言いエダマメを

月に供えた。

旧暦の9月15日、イモ名月と言い小芋(サ

トイモ)を平年12個(閏年は13個)を月に供

えた。との供えた小芋は、嫁さんの、らって

ない青年は食べてはいけない。なお、タ方子

供が供え、のを盗みに来る。盗まれたほうが

喜ぱれ九。

秋まつりは10月9日。 7日が餅つき、 8日

がオワタリ。宮座あるいは座講というのがあっ

て何軒かの家が決っていたが、今は村人全部

で営む。

7日ゴク搗きで前当屋・本当屋・後当屋が

集まって、本当屋の家で行なう。この日、 8

日、 9日に使う御幣を 3本作る。

8日オワタリといい、本当屋から氏神さん

まで御幣を夜8時頃持って移動する。供えも

のもその時持ってゆく。

9日、甘酒を氏神に供える。

稲刈りが終わるとカマオサメと言ってその

日は休みである。

脱穀が終わるとカナゴキオサメと言ってそ

の日は休みである。

ウスヒキが終わるのが12月に入ったころで

あった。

12月8日はアキジマイとかイノコと言う。

サトイモの飯を炊いて握りそれに、小豆のア

ソをつけてオハギを作った。イノコの夜、子

供達が各家々に回った。その時、子供は「イ

ノコの晩に餅つかん家は ベタベタ」

と唱えて藁づとを庭先で打ちつけた。

昭和47年1月28日・ 2月3日に聞く。持尾

村在住の

中家好治(明治30年生れ)

木寅久三(明治35年生れ)

中家しずえ(明治36年生れ)

大西カメノ(明治29年生れ)

以上の方々からの話をまとめました。
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民俗公園だより

植物と民俗②
トチノキとトチモチづくり

近畿中南部から西日本、四国、九州にかけ

ては常緑広葉樹を主体とする照葉樹と呼ぱれ

る樹林帯であります。奈良県全域がこの照葉

樹林帯に属するわけでありますが、吉野地域

の一部で標高の高いところでは、トチノキ、

ホウノキなどの落葉広葉樹林帯があります。

この樹林帯は照葉樹林帯のすぐ北側に接する

樹林帯であります。大和地方の生活の背景が

照葉樹林帯であるのに対し、中部・関東地方

はこの落葉広葉樹林帯を背景としています。

ズナラ帯とかプナ帯と呼ぱれるこの樹林帯

では、りソゴの栽培が可能な地域で、ミカソ

栽培が可能な照葉樹林帯と対比されます。

日本の歴史の本流が常に照葉樹林帯のなか

で演じられ、奈良県の庶民の日常生活の様々

な風俗、習慣が照葉樹林帯と深くかかわりを

もっているといえます。このような点から、

奈良県の民俗のなかで、、吉野地域のこのー・

部は特徴的な地域とみることが出来ます。ト

チモチづくりの意味を考えるに際しても、重

要な観点であります。

トチノキは樹高20mに、及ぶ落葉高木で掌

状の大きな複葉をもち、花は直立する円垂状

の花序で、 5月の新緑の季節にホウノキの花

の芳香とと、にみられます。果実は直径5C

mぐらいの大きさで、中の種子も直径4C m

もある大きさです。ドソグリを大きくしたよ

うな形で、食用としては十分に魅力のある大

きさをもっています。ただし、アクぬきをす

る必要があります。アクぬきは縄文時代以来

の技術が伝承されています。灰汁と多量の水

によってアクをぬきます。昔はでんぷん質の

食料として重要な意味をもっていナこのでしょ

うが、現代では、風士と結びついた伝統的食

〔損村光司〕べ物として残っています。

〔お知らせ〕

奈良県100年記念
明治・大正・昭和生活資料展

ームラとイエのくらしー
奈良の近代100年を支えた庶民の生活資料

展示内容

◇ムラのくらしーかんがい・運搬・交通・交易

◇イエのくらしーイエのくらしとあかりの変遷

◇ムラとイエのくらUI)一子供の世界

◇ムラとイエのくらし②ームラ・イエのいとなみ

と先祖をまつる風習

(昭和63年6月30日まで)
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大和の生業稲作・大和のお茶・山の仕事

〔閉室のお知らせ〕特別展終了後展示替のため

7月1日から 7月14日まで一部閉室いたします。

なお、常設展は見学していただけます。

〔テーマ展〕(予告)

■大和の民俗展(庶民の使った民具を多数展示L
ます) 63年7月15日→64年6月30日

▲

〔ビデオ学習室〕 公開中

・奈良県内の年中行事・民俗芸能・むかし話など

250番組を自由に視聴できます。

(ビデオディスク21席・ビデオテープ6席)

・大型ビデオ新設(団体利用者用)

トチの実

なら・シルクロード博
二tエノ、、、ノ.ー、^十凡、ノ

〔園内の草花のみどころ〕
・花シ.ウプ園(5月下旬~6月中旬)

・ハコネウツギ(5月中旬)

・ツツジ・サツキ(5月中旬~ 6月中旬)

・クチナシ(7月上旬)

・アジサイ(6月中旬~ 7月上旬)

1988 4 2ム~10 23

奈良県立民俗博物館だより
巻,1 比分行糸典【1'10'ルU谷""勿仟,示腿9・]1

.

奈良公園一帯ノ平1成宮副、一帯

〔編集後記〕

民俗公園及ぴ民俗博物館も13年を経過しま

した。日耀・祝日などには公園利用老も増え、

文化的なレクリエーシ,ソの揚として知られ

てきたのでしょう。家族連れが、昔の民具や

民家を見ながら散策する、格好の場となって

いるようです。
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